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改正後                  現行 

秋田県がん登録事業情報提供事務処理要綱 

 

（目的） 

第１ （略） 

 

（運用体制） 

第２ 

１～２ （略） 

３ 窓口組織は、情報の保護等について、「全国がん登録における個人情報保護

のための安全管理措置マニュアル第２版」（令和７年４月１日付け健生発0401

第55号厚生労働省健康・生活衛生局長通知別添。以下「安全管理措置マニュア

ル」という。）に基づき、業務を行うものとする。 

４ 提供依頼申出者及び利用者は、情報の提供を受け、又は利用するにあたって、

全国がん登録情報の利用マニュアル第１版（令和７年４月１日付け健生発0401

第55号厚生労働省健康・生活衛生局長通知別添。）を遵守しなければならない。 

 

（情報及び定義情報等の保管、整備） 

第３ （略） 

２ 前項に規定する保管状況等の確認は提供依頼申出者が最新の情報に基づい

て事前相談ができるよう、事前相談や申出受理等の都度行うものとする。 

 

第４～第５ （略） 

 

（提供依頼申出者） 

第６ （略） 

２ 法第２１条の規定に基づく利用の審査においては、以下の点に留意すること

とする。 

一 大学や研究機関に所属する研究者、製薬企業をはじめとする民間事業者等

による業務について、その成果をがん医療の質の向上に資する形で遅滞なく

秋田県がん登録事業情報提供事務処理要綱 

 

（目的） 

第１ （略） 

 

（運用体制） 

第２ 

１～２ （略） 

３ 窓口組織は、情報の保護等について、「全国がん登録における個人情報保護

のための安全管理措置マニュアル第１版改定版」（平成 30 年３月 13 日付け健

発 0313 第１号厚生労働省健康局長通知別添。以下「安全管理措置マニュアル」

という。）に基づき、業務を行うものとする。 

（新設） 

 

 

 

（情報及び定義情報等の保管、整備） 

第３ （略） 

２ 前項に規定する保管状況等の確認は年１回以上実施するものとする。 

 

 

第４～第５ （略） 

 

（提供依頼申出者） 

第６ （略） 

（新設） 
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改正後                  現行 

社会に還元する場合に、予防や生存率向上に関する調査、医薬品や医療機器

の創出又は改善に資する調査、研究又は開発等を目的とした利用が可能であ

る。 

二 ただし、特定の商品、役務、顧客に資する業務（例、組織内部の業務上の

資料、特定の顧客に対する資料）のみでは、相当の公益性を有するものとは

認められない。 

三 また、成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定の商品、役

務、顧客に資する業務のみに用いることは、相当の公益性を持つ利用として

認められない。 

四 法第 20 条並びに第 21 条第３項、第４項、第８項及び第９項に規定され

ている目的の研究である場合には倫理審査が必要であるため、内部に倫理委

員会を設置していない事業者等は、大学や研究機関等の外部組織に倫理審査

を依頼すること。 

 

（提供依頼申出者の別と利用目的等の関係） 

第７ （略） 

 

（申出時に必要な添付書類等） 

第８ 提供依頼申出者はその属性に応じ、以下のとおり記載する。 

一 公的機関（国の行政機関、都道府県、市区町村）、法人その他の団体が提

供依頼申出者である場合、その代表者を提供依頼申出者とする。その際には、

代表者氏名、名称及び住所等を記載する。 

二 個人が提供依頼申出者である場合、本人確認及び所在確認のため、当該個

人の生年月日及び住所等を記載する。複数の個人による申出の場合には、そ

の代表者を提供依頼申出者とすること。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 提供の申出に係る調査研究の目的が、「がんに係る調査研究（法第２１条第

８項及び第９項）」に該当する場合、提供依頼申出者が、がんに係る調査研究 

であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を2以上有することを証

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提供依頼申出者の別と利用目的等の関係） 

第７ （略） 

 

（申出時に必要な添付書類等） 

第８ （新設） 

 

 

 

 

 

 

１ （略） 

２ （略） 

３ 提供の申出に係る調査研究の目的が、「がんに係る調査研究（法第２１条第

８項及び第９項）」に該当する場合、次に掲げる事項を明らかにすることが必

要である。 
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明する書類（例：学術論文、報告書等）を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 

 

（同意について） 

第９ （略） 

 

（申出文書の形式点検） 

第１０ 窓口組織は、提供依頼申出者から申出書を受領した場合、様式２－１別

紙１又は別紙様式２－２別紙１に基づき形式点検を行うものとする。 

 

（申出文書の審査） 

第１１ 前条の形式点検により、申出文書が点検内容に適合した場合は、部会に

おいて、様式２－１別紙１により審査を行うものとする。ただし、法第２０条

に基づく病院等への提供に該当する申出の場合は、部会の意見を聴くこととさ

れていないが、窓口組織が前条の形式点検を行い、必要に応じて部会の意見を

聴くものとする。 

２～３ （略） 

 

（部会への立ち会い） 

第１２ 部会は、原則として申出文書を基に審査を行う。ただし、申出内容が専

門的であるなどの事情により、申出文書に記載されている内容だけでは十分に

一 法人その他の団体が提供依頼申出者である場合は、その代表者を提供依頼

申出者とし、当該者の本人確認及び所在確認のため、当該法人その他の団体

の名称及び住所も明らかにする。 

二 個人が提供依頼申出者である場合は、当該個人を提供依頼申出者とし、当

該個人の本人確認及び所在確認のため、生年月日及び住所も明らかにする。

ただし、複数の個人による申出の場合には、その代表者を提供依頼申出者と

する。 

三 実績を示すことが必要である場合は、提供依頼申出者が、がんに係る調査

研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を 2 以上有するこ

とを証明する書類（例：学術論文、報告書等）を添付すること。 

４ （略） 

 

（同意について） 

第９ （略） 

 

（申出文書の形式点検） 

第１０ 窓口組織は、提供依頼申出者から申出書を受領した場合、様式５－１に

基づき形式点検を行うものとする。 

 

（申出文書の審査） 

第１１ 前条の形式点検により、申出文書が点検内容に適合した場合は、部会に

おいて、様式５－２により審査を行うものとする。ただし、法第２０条に基づ

く病院等への提供に該当する申出の場合は、部会の意見を聴くこととされてい

ないが、窓口組織が前条の形式点検を行い、必要に応じて部会の意見を聴くも

のとする。 

２～３ （略） 

 

（部会への立ち会い） 

第１２ 部会は、申出文書を基に審査を行うが、申出内容が専門的であるなどの

事情により、申出文書に記載されている内容だけでは十分に審査できないとさ
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改正後                  現行 

審査できないとされる場合等においては、提供依頼申出者の審査への立ち会い

を依頼できる。 

２～３ （略） 

 

（申出文書等の記載事項の変更） 

第１３ 提供依頼申出者は、申出文書等の記載事項に変更が生じた場合、変更点

及び変更理由を記載した様式２－４及び変更後の記載事項がある様式につい

て改めて提出するものとする。 

２ 窓口組織は、前項の提出があった場合、必要に応じて部会に意見を聴くこと

とする。 

 

 

 

３ （略） 

 

（審査結果の通知） 

第１４ 知事は、部会による審査の結果、申出を応諾した場合は、様式５－１に

より速やかに提供依頼申出者に対して審査結果の通知を行うものとする。 

２ 知事は、部会による審査の結果、申出に応諾しない場合は、様式５－２によ

り速やかに提供依頼申出者に対して審査結果の通知を行うものとする。 

３ （略） 

 

第１５～第１６ （略） 

 

（調査研究成果の公表前の確認） 

第１７ 知事は、利用者に対して、公表予定の内容について公表前に窓口組織に

報告を依頼する。 

２ （略） 

 

 

れる場合等においては、提供依頼申出者の立ち会いのもと、当該者への質疑を

踏まえて審査を行うことができるものとする。 

２～３（略） 

 

（申出文書等の記載事項の変更） 

第１３ 提供依頼申出者は、申出文書等の記載事項に変更が生じた場合、変更後

の記載事項がある様式について改めて提出するものとする。 

 

２ 窓口組織は、前項の提出があった場合、必要に応じて部会に意見を聴くこと

とする。ただし、提供依頼申出者及び利用者の組織名・役職名の変更等、形式

的な変更、人事異動に伴う担当者の変更等であって、窓口組織に対し当該変更

が生じる旨の連絡を電子メール、その他の適切な方法により行い、変更の応諾

を受けている場合については、この限りではない。 

３ （略） 

 

（審査結果の通知） 

第１４ 知事は、部会による審査の結果、申出を応諾した場合は、様式６－１に

より速やかに提供依頼申出者に対して審査結果の通知を行うものとする。 

２ 知事は、部会による審査の結果、申出に応諾しない場合は、様式６－２によ

り速やかに提供依頼申出者に対して審査結果の通知を行うものとする。 

３ （略） 

 

第１５～第１６ （略） 

 

（調査研究成果の公表前の確認） 

第１７ 知事は、法第３６条に基づき、利用者に対して、公表予定の内容につい

て公表前に窓口組織に報告させるものとする。 

２ （略） 
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（利用期間中の対応） 

第１８ （略） 

２ 知事は、法第３７条に基づき、前項の報告により、問題が解決しないと認め

た場合には、情報の取扱いに関し必要な助言をするものとする。 

３ （略） 

 

（情報の利用期間終了後の処置） 

第１９ 利用者は、提供を受けた情報から生成されるもののうち、申出書類に添

付した集計様式又は統計分析の最終結果以外のものについて、提供を受けた情

報の定義情報等について、紙媒体等書面で残しているものは溶解等によって、

また情報を取り扱うPC等に記録が残っているものは電子媒体から速やかに消

去したり、電子媒体自体を粉砕したりすること等によって、できる限り復元困

難な状態にするとともに、これらの利用後の処置について、様式７により、情

報の提供を受けた窓口組織に報告するものとする。 

２ （略） 

３ 知事は、法第３７条に基づき、前項による報告により、問題が解決しないと

認めた場合には、情報の取扱いに関し必要な助言をするものとする。 

４ （略） 

 

（利用実績の報告） 

第２０ 知事は、利用者が当該利用期間（申出文書に記載した利用期間）の終了

後に、提供を受けた情報の利用実績について様式６により報告を求めるものと

する。 

 

（不適切利用への対応） 

第２１ 利用者は、法の規程により提供を受けた情報の管理、利用及び提供、保

有、秘密保持義務等について、不適切な行為を行った場合には、法第２５条か

ら第３４条まで及び法第５２条から第６０条までに規定される罰則が適用さ

れる。 

 

（利用期間中の対応） 

第１８ （略） 

２ 知事は、前項の報告により、問題が解決しないと認めた場合には、法第３７

条に基づき情報の取扱いに関し必要な助言をするものとする。 

３ （略） 

 

（情報の利用期間終了後の処置） 

第１９ 利用者は、提供を受けた情報から生成されるもののうち、申出書類に添

付した集計様式又は統計分析の最終結果以外のものについて、提供を受けた情

報の定義情報等について、紙媒体等書面で残しているものは溶解等によって、

また電子計算機等に記録が残っているものは電子媒体から速やかに消去した

り、電子媒体自体を粉砕したりすること等によって、できる限り復元困難な状

態にするとともに、これらの利用後の処置について、様式７により、情報の提

供を受けた窓口組織に報告するものとする。 

２ （略） 

３ 知事は、前項による報告により、問題が解決しないと認めた場合には、法第

３７条により、情報の取扱いに関し必要な助言をするものとする。 

４ （略） 

 

（利用実績の報告） 

第２０ 知事は、利用者が当該利用期間（申出文書に記載した利用期間）の終了

後に、提供を受けた情報の利用実績について様式８により報告を求めるものと

する。 

 

（不適切利用への対応） 

第２１ 利用者は、法の規定により提供を受けた情報の管理、利用及び提供、保

有、秘密保持義務等について、不適切な行為を行った場合には、法第２５条か

ら第３４条まで及び法第５２条から第６０条までに規定される罰則が適用さ

れる。 
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（提供状況の厚生労働大臣への報告） 

第２２ （略） 

２ 知事は、利用者に国外に在る者を含む場合に情報を提供する場合、国立がん

研究センターに相談するとともに、該当する情報提供の審議完了後２か月以内

に様式７により厚生労働省健康・ 生活衛生局がん・疾病対策課へ報告する。 

 

（その他） 

第２３ （略） 

 

附則 （略） 

 

附則 

この要綱は、令和 ８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提供状況の厚生労働大臣への報告） 

第２２ （略） 

（新設） 

 

 

 

（その他） 

第２３ （略） 

 

附則 （略） 
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様式１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１ （略） 
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